
日 薬 業 発 第 76 号 

令和６年５月 17 日 

 

都道府県薬剤師会担当役員 殿 

 

日本薬剤師会 

副会長 森 昌平 

 

 

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する

法律第八十三条第二項の規定による医療に要する費用の額の算定方法の一部

を改正する件」等について（参考送付） 

 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

標記について、厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部精神・障害保健課 医

療観察法医療体制整備推進室より別添のとおり連絡がありましたのでお知らせ

いたします。 

 令和６年度診療報酬改定に伴い、心神喪失者等医療観察法に係る医療に要す

る費用の額の算定方法の施行に伴う実施上の留意事項（別添１）、基本診療科及

び医療観察精神科専門療法の施設基準等（別添２）、医療観察診療報酬明細書等

の記載要領（別添３）が一部改正されました。 

 取り急ぎお知らせいたしますので、よろしくお取り計らいくださいますよう

お願い申し上げます。 

  

 

＜別添＞ 

１．心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する

法律第 83 条第２項の規定による医療に要する費用の額の算定方法の施行

に伴う実施上の留意事項について（令和６年３月 29日付.障精発 0329 第 4

号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知） 

２．基本診療科及び医療観察精神科専門療法の施設基準及びその届出に関する

手続の取扱いについて（令和６年３月 29日付. 障精発 0329 第 2号 厚生労

働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知） 

３．医療観察診療報酬明細書等の記載要領について（令和６年４月 26日付. 障

精発 0426 第 2 号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健

課長通知） 

 

 







＜別添１＞
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＜別添２＞
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＜別添３＞






































